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佐用町要綱第４３号

佐用町就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる体制を確保するため、

就学前教育・保育施設の整備に対し、予算の範囲内において、就学前教育・保育

施設整備交付金（以下「交付金」という。）を交付することに関して、必要な事

項を定めるものとする。

（補助対象事業）

第２条 補助の対象となる事業は、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整

備交付金交付要綱（令和６年９月９日こ成事第620号こども家庭庁長官通知）

（以下「国交付要綱」という。）に基づく補助事業として採択された事業とする。

（交付対象事業等）

第３条 交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）、交付金の額そ

の他の条件は、国交付要綱の定めるところによる。

（交付対象者）

第４条 交付金の対象となる者は、町内の認定こども園を運営又は運営予定の法人

で、かつ、国交付要綱に基づき、国から就学前教育・保育施設整備交付金の交付

決定を受けたものとする。

（交付金の交付申請）

第５条 交付金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、就学前

教育・保育施設整備交付金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出す

るものとする。

(１) 収支予算書

(２) その他町長が必要と認める書類

（交付決定）

第６条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内

容を審査し、就学前教育・保育施設整備交付金交付（不交付）決定通知書により、

当該申請者に通知するものとする。

（交付金の概算払）

第７条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の交付決定を受けた者（以下

「交付事業者」という。）に対し、交付決定額を限度として概算払をすることが

できる。

２ 交付事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、就学前教

育・保育施設整備交付金概算払請求書を町長に提出するものとする。

（実績報告書）

第８条 交付事業者は、当該交付対象事業が完了したときは、事業完了の日から起

算して30日以内又は町長が別に定める日のいずれか早い日までに、就学前教育・

保育施設整備交付金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するもの

とする。



(１) 収支決算書

(２) その他町長が必要と認める書類

（交付金の額の確定）

第９条 町長は、前条の規定による交付金実績報告書を受理したときは、当該報告

に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、交付すべき交付金の額を

確定し、就学前教育・保育施設整備交付金額確定通知書により通知するものとす

る。

２ 町長は、確定した交付金の額（以下「確定額」という。）が交付決定額と同額

であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

（交付金の請求）

第10条 交付事業者は、前条の規定により交付金の額が確定したときは、就学前教

育・保育施設整備交付金請求書により交付金を請求するものとする。この場合に

おいて、第６条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額

（以下「概算払額」という。）を差し引いて請求するものとする。

２ 交付事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、町長が指定する日まで

にその差額を就学前教育・保育施設整備交付金概算払精算書により精算しなけれ

ばならない。

（書類の整備）

第11条 交付事業者は、当該事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を

備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該事業が完了した翌年

度から５年間保管するものとする。

（交付決定の取消し及び交付金の返還）

第12条 町長は、交付事業者が国交付要綱の規定に反し、国から就学前教育・保育

施設整備交付金の交付決定を取り消されたときは、交付金の全部又は一部を取り

消し、当該取消しに係る交付金が既に交付されているときは、その返還を命ずる

ものとする。

（財産の処分の制限）

第13条 交付事業者は、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を町

長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該

財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

（その他）

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が

別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。


